
【長崎市】生活援助サービス　サービスコード表（Ａ3）

種類 項目

A3 1001 211

A3 1002 190

A３ 1260 179

A3 1003 32

A3 1004 29

A３ 1261 27

A3 1005 21

A3 1006 19

A３ 1262 18

A3 1007 11

A3 1008 10

A３ 1263 9

A3 1180 100 単位加算 100

A3 1009 200 単位加算 200

A3 1332 1 単位加算 1

A3 1333 2 単位加算 2

種類 項目

A3 1011 211

A3 1012 190

A３ 1264 179

A3 1013 32

A3 1014 29

A３ 1265 27

A3 1015 21

A3 1016 19

A３ 1266 18

A3 1017 11

A3 1018 10

A３ 1267 9

A3 1181 100 単位加算 100

A3 1019 200 単位加算 200

A3 1334 1 単位加算 1

A3 1335 2 単位加算 2

種類 項目

A3 1121 211

A3 1122 190

A３ 1268 179

A3 1123 32

A3 1124 29

A３ 1269 27

A3 1125 21

A3 1126 19

A３ 1270 18

A3 1127 11

A3 1128 10

A３ 1271 9

A3 1182 100 単位加算 100

A3 1129 200 単位加算 200

A3 1336 1 単位加算 1

A3 1337 2 単位加算 2

１月につき
生活援助サービス・令和３年９月３０日までの上乗せⅠ・１割

生活援助サービス・令和３年９月３０日までの上乗せⅡ・１割

合成
単位数

算定
単位

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・１割

新型コロナウイルス感染
症
への対応分

生活援助サービス・小規模事業所加算・２割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・２割

生活援助サービス・特別地域加算・２割

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・２割

利用者３割負担

算定
単位

生活援助サービス・１割

生活援助サービス・同一１・１割 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

生活機能向上連携加算

サービスコード

利用者１割負担

利用者２割負担
サービスコード

サービス内容略称

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・１割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・１割

サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

サービスコード

生活援助サービス・小規模事業所加算・１割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・１割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・１割

生活援助サービス・特別地域加算・１割

サービス内容略称

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・２割

合成
単位数

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・１割
生活機能向上連携加算

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・２割

生活援助サービス・同一１・２割 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

生活機能向上連携加算

生活援助サービス・２割

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・２割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・２割

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・３割

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・３割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・小規模事業所加算・３割
中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・３割

算定
単位

生活援助サービス・３割

生活援助サービス・同一１・３割

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・３割

生活援助サービス・特別地域加算・３割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・３割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

合成
単位数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

イ　生活援
助サービス
費

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

イ　生活援
助サービス

費

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・１割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・１割

生活援助サービス・同一２・２割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・２割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

イ　生活援助サービス費が1,500単位未満の場合

イ　生活援助サービス費が1,500単位以上2500単位の場合

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・１割

1回につき

1回につき

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算

1回につき

生活援助サービス・同一２・３割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・３割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・３割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・２割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・２割

生活援助サービス・同一２・１割

１月につき
生活援助サービス・令和３年９月３０日までの上乗せⅠ・１割 新型コロナウイルス感染

症
への対応分

イ　生活援助サービス費が1,500単位未満の場合

生活援助サービス・令和３年９月３０日までの上乗せⅡ・１割 イ　生活援助サービス費が1,500単位以上2500単位の場合

イ　生活援
助サービス
費

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算

生活援助サービス・令和３年９月３０日までの上乗せⅠ・１割 新型コロナウイルス感染
症
への対応分

イ　生活援助サービス費が1,500単位未満の場合

生活援助サービス・令和３年９月３０日までの上乗せⅡ・１割 イ　生活援助サービス費が1,500単位以上2500単位の場合

１月につき
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【長崎市】生活援助サービス　サービスコード表（Ａ3）

[介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の加算]

種類 項目

A3 1021 29

A3 1022 26

A３ 1272 25

A3 1023 4

A3 1024 4

A３ 1273 4

A3 1025 3

A3 1026 3

A３ 1274 2

A3 1027 2

A3 1028 1

A３ 1275 1

A3 1183 100 単位加算 14

A3 1029 200 単位加算 27

種類 項目

A3 1031 29

A3 1032 26

A３ 1276 25

A3 1033 4

A3 1034 4

A３ 1277 4

A3 1035 3

A3 1036 3

A３ 1278 2

A3 1037 2

A3 1038 1

A３ 1279 1

A3 1184 100 単位加算 14

A3 1039 200 単位加算 27

種類 項目

A3 1131 29

A3 1132 26

A３ 1280 25

A3 1133 4

A3 1134 4

A３ 1281 4

A3 1135 3

A3 1136 3

A３ 1282 2

A3 1137 2

A3 1138 1

A３ 1283 1

A3 1185 100 単位加算 14

A3 1139 200 単位加算 27
１月につき

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・処遇改善Ⅰ・３割

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・処遇改善Ⅰ・２割

生活援助サービス・特別地域加算・処遇改善Ⅰ・２割

生活援助サービス・同一２・処遇改善Ⅰ・２割

生活援助サービス・小規模事業所加算・処遇改善Ⅰ・２割

生活援助サービス・処遇改善Ⅰ・２割

サービス内容略称

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・処遇改善Ⅰ・１割

合成
単位数

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・処遇改善Ⅰ・１割

利用者２割負担

１月につき

サービスコード
サービス内容略称

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

生活援助サービス・特別地域加算・処遇改善Ⅰ・１割

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・処遇改善Ⅰ・１割

サービスコード

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・処遇改善Ⅰ・１割

合成
単位数

算定
単位

算定
単位

生活援助サービス・処遇改善Ⅰ・１割

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・処遇改善Ⅰ・１割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・処遇改善Ⅰ・１割

利用者１割負担

生活援助サービス・小規模事業所加算・処遇改善Ⅰ・１割

生活援助サービス・同一１・処遇改善Ⅰ・１割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

生活援助サービス・同一１・処遇改善Ⅰ・２割

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

生活機能向
上連携加算

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・処遇改善Ⅰ・２割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・処遇改善Ⅰ・２割

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・処遇改善Ⅰ・２割

１月につき

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・処遇改善Ⅰ・２割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・同一１・処遇改善Ⅰ・３割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

算定
単位

合成
単位数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・処遇改善Ⅰ・２割

利用者３割負担
サービスコード

サービス内容略称

生活援助サービス・処遇改善Ⅰ・３割

生活機能向
上連携加算

介護職員処
遇改善加算

（Ⅰ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・処遇改善Ⅰ・３割

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・処遇改善Ⅰ・３割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・小規模事業所加算・処遇改善Ⅰ・３割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・処遇改善Ⅰ・３割

介護職員処
遇改善加算

（Ⅰ）

介護職員処
遇改善加算

（Ⅰ）

生活機能向
上連携加算

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

1回につき

1回につき

1回につき

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・３割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・３割

生活援助サービス・特別地域加算・処遇改善Ⅰ・３割

生活援助サービス・同一２・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・処遇改善Ⅰ・３割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・処遇改善Ⅰ・２割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・処遇改善Ⅰ・１割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・処遇改善Ⅰ・２割

生活援助サービス・同一２・処遇改善Ⅰ・３割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・処遇改善Ⅰ・３割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・処遇改善Ⅰ・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・処遇改善Ⅰ・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・処遇改善Ⅰ・３割

2



【長崎市】生活援助サービス　サービスコード表（Ａ3）

[介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の加算]

種類 項目

A3 1041 21

A3 1042 19

A３ 1284 18

A3 1043 3

A3 1044 3

A３ 1285 3

A3 1045 2

A3 1046 2

A３ 1286 2

A3 1047 1

A3 1048 1

A３ 1287 1

A3 1186 100 単位加算 10

A3 1049 200 単位加算 20

種類 項目

A3 1051 21

A3 1052 19

A３ 1288 18

A3 1053 3

A3 1054 3

A３ 1289 3

A3 1055 2

A3 1056 2

A３ 1290 2

A3 1057 1

A3 1058 1

A３ 1291 1

A3 1187 100 単位加算 10

A3 1059 200 単位加算 20

種類 項目

A3 1141 21

A3 1142 19

A３ 1292 18

A3 1143 3

A3 1144 3

A３ 1293 3

A3 1145 2

A3 1146 2

A３ 1294 2

A3 1147 1

A3 1148 1

A３ 1295 1

A3 1188 100 単位加算 10

A3 1149 200 単位加算 20

１月につき

１月につき

１月につき

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・処遇改善Ⅱ・１割

利用者２割負担
サービスコード

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・処遇改善Ⅱ・１割

合成
単位数

算定
単位

生活援助サービス・処遇改善Ⅱ・２割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・処遇改善Ⅱ・２割

利用者１割負担
サービスコード

サービス内容略称

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・処遇改善Ⅱ・１割

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・処遇改善Ⅱ・１割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・小規模事業所加算・処遇改善Ⅱ・１割

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

合成
単位数

算定
単位

生活援助サービス・処遇改善Ⅱ・１割

1回につき

生活援助サービス・同一１・処遇改善Ⅱ・１割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

生活援助サービス・特別地域加算・処遇改善Ⅱ・１割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・処遇改善Ⅱ・１割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

介護職員処
遇改善加算

（Ⅱ）

生活援助サービス・同一２・処遇改善Ⅱ・１割

生活機能向
上連携加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

1回につき

生活援助サービス・同一１・処遇改善Ⅱ・２割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

生活援助サービス・特別地域加算・処遇改善Ⅱ・２割

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・処遇改善Ⅱ・２割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・小規模事業所加算・処遇改善Ⅱ・２割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・処遇改善Ⅱ・２割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・処遇改善Ⅱ・２割

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・処遇改善Ⅱ・３割

生活援助サービス・小規模事業所加算・処遇改善Ⅱ・３割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・処遇改善Ⅱ・２割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・処遇改善Ⅱ・２割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算

介護職員処
遇改善加算

（Ⅱ）

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・処遇改善Ⅱ・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・処遇改善Ⅱ・３割

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・処遇改善Ⅱ・２割

利用者３割負担
サービスコード

サービス内容略称
算定
単位

生活援助サービス・処遇改善Ⅱ・３割

1回につき

生活援助サービス・同一１・処遇改善Ⅱ・３割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・処遇改善Ⅱ・３割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・特別地域加算・処遇改善Ⅱ・３割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・処遇改善Ⅱ・３割

合成
単位数

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活機能向
上連携加算

介護職員処
遇改善加算

（Ⅱ）

生活機能向
上連携加算

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・処遇改善Ⅱ・１割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・処遇改善Ⅱ・１割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・処遇改善Ⅱ・１割

生活援助サービス・同一２・処遇改善Ⅱ・２割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・処遇改善Ⅱ・２割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・処遇改善Ⅱ・２割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・処遇改善Ⅱ・１割

サービス内容略称

生活援助サービス・同一２・処遇改善Ⅱ・３割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・処遇改善Ⅱ・３割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・処遇改善Ⅱ・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・処遇改善Ⅱ・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・処遇改善Ⅱ・３割

3



【長崎市】生活援助サービス　サービスコード表（Ａ3）
[介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の加算]

種類 項目

A3 1061 12

A3 1062 10

A３ 1296 10

A3 1063 2

A3 1064 2

A３ 1297 1

A3 1065 1

A3 1066 1

A３ 1298 1

A3 1067 1

A3 1068 1

A３ 1299 1

A3 1189 100 単位加算 6

A3 1069 200 単位加算 11

種類 項目

A3 1071 12

A3 1072 10

A３ 1300 10

A3 1073 2

A3 1074 2

A３ 1301 1

A3 1075 1

A3 1076 1

A３ 1302 1

A3 1077 1

A3 1078 1

A３ 1303 1

A3 1190 100 単位加算 6

A3 1079 200 単位加算 11

種類 項目

A3 1151 12

A3 1152 10

A３ 1304 10

A3 1153 2

A3 1154 2

A３ 1305 1

A3 1155 1

A3 1156 1

A３ 1306 1

A3 1157 1

A3 1158 1

A３ 1307 1

A3 1191 100 単位加算 6

A3 1159 200 単位加算 11生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・処遇改善Ⅲ・３割

１月につき

１月につき

１月につき

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・処遇改善Ⅲ・１割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・処遇改善Ⅲ・１割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・処遇改善Ⅲ・１割

合成
単位数

利用者１割負担

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・処遇改善Ⅲ・２割

生活援助サービス・処遇改善Ⅲ・１割

1回につき

生活援助サービス・同一１・処遇改善Ⅲ・１割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

生活援助サービス・特別地域加算・処遇改善Ⅲ・１割

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・処遇改善Ⅲ・１割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

算定
単位

サービスコード

1回につき

生活援助サービス・同一１・処遇改善Ⅲ・２割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

生活援助サービス・特別地域加算・処遇改善Ⅲ・２割

サービスコード
サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

算定
単位

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・処遇改善Ⅲ・１割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・処遇改善Ⅲ・１割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・処遇改善Ⅲ・１割

利用者２割負担

合成
単位数

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・処遇改善Ⅲ・１割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・小規模事業所加算・処遇改善Ⅲ・２割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・処遇改善Ⅲ・２割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・処遇改善Ⅲ・２割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

生活援助サービス・小規模事業所加算・処遇改善Ⅲ・１割

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算

サービスコード
サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・処遇改善Ⅲ・２割

介護職員処
遇改善加算

（Ⅲ）

生活機能向
上連携加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

利用者３割負担

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・処遇改善Ⅲ・２割

算定
単位

生活援助サービス・処遇改善Ⅲ・３割

1回につき

生活援助サービス・同一１・処遇改善Ⅲ・３割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

生活援助サービス・特別地域加算・処遇改善Ⅲ・３割

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・処遇改善Ⅲ・３割

合成
単位数

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・処遇改善Ⅲ・３割

生活援助サービス・小規模事業所加算・処遇改善Ⅲ・３割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・処遇改善Ⅲ・３割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・処遇改善Ⅲ・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・処遇改善Ⅲ・３割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

介護職員処
遇改善加算

（Ⅲ）

生活機能向
上連携加算

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

生活機能向
上連携加算

介護職員処
遇改善加算

（Ⅲ）

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・同一２・処遇改善Ⅲ・１割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・処遇改善Ⅲ・１割

サービス内容略称

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・処遇改善Ⅲ・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・処遇改善Ⅲ・３割

生活援助サービス・同一２・処遇改善Ⅲ・２割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・処遇改善Ⅲ・２割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・処遇改善Ⅲ・２割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・処遇改善Ⅲ・２割

生活援助サービス・同一２・処遇改善Ⅲ・３割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・処遇改善Ⅲ・３割

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・処遇改善Ⅲ・２割

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・処遇改善Ⅲ・２割

4



【長崎市】生活援助サービス　サービスコード表（Ａ3）

[介護職員処遇改善加算（Ⅳ）の加算]

種類 項目

A3 1081 11

A3 1082 9

A３ 1308 9

A3 1083 2

A3 1084 2

A３ 1309 1

A3 1085 1

A3 1086 1

A３ 1310 1

A3 1087 1

A3 1088 1

A３ 1311 1

A3 1192 100 単位加算 5

A3 1089 200 単位加算 10

種類 項目

A3 1091 11

A3 1092 9

A３ 1312 9

A3 1093 2

A3 1094 2

A３ 1313 1

A3 1095 1

A3 1096 1

A３ 1314 1

A3 1097 1

A3 1098 1

A３ 1315 1

A3 1193 100 単位加算 5

A3 1099 200 単位加算 10

種類 項目

A3 1161 11

A3 1162 9

A３ 1316 9

A3 1163 2

A3 1164 2

A３ 1317 1

A3 1165 1

A3 1166 1

A３ 1318 1

A3 1167 1

A3 1168 1

A３ 1319 1

A3 1194 100 単位加算 5

A3 1169 200 単位加算 10

生活機能向
上連携加算

１月につき

１月につき

サービス内容略称

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・処遇改善Ⅳ・３割

介護職員処
遇改善加算

（Ⅳ）

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・処遇改善Ⅳ・３割

利用者１割負担
サービスコード

サービス内容略称

生活援助サービス・小規模事業所加算・処遇改善Ⅳ・１割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・処遇改善Ⅳ・１割

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・処遇改善Ⅳ・２割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・処遇改善Ⅳ・２割

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・処遇改善Ⅳ・２割

生活援助サービス・小規模事業所加算・処遇改善Ⅳ・２割

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

介護職員処
遇改善加算

（Ⅳ）

生活機能向
上連携加算

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算

算定
単位

生活援助サービス・処遇改善Ⅳ・１割

1回につき

生活援助サービス・同一１・処遇改善Ⅳ・１割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

生活援助サービス・特別地域加算・処遇改善Ⅳ・１割

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・処遇改善Ⅳ・１割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

合成
単位数

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

１月につき
生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・処遇改善Ⅳ・１割

利用者２割負担
サービスコード

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・処遇改善Ⅳ・１割

サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・処遇改善Ⅳ・２割

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算

合成
単位数

算定
単位

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・処遇改善Ⅳ・２割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・処遇改善Ⅳ・２割

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・処遇改善Ⅳ・２割

介護職員処
遇改善加算

（Ⅳ）

生活援助サービス・同一１・処遇改善Ⅳ・２割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

1回につき

生活援助サービス・特別地域加算・処遇改善Ⅳ・２割

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・処遇改善Ⅳ・２割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算

生活機能向
上連携加算

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・処遇改善Ⅳ・３割

合成
単位数

算定
単位

生活援助サービス・処遇改善Ⅳ・３割

1回につき

生活援助サービス・同一１・処遇改善Ⅳ・３割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・処遇改善Ⅳ・３割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・処遇改善Ⅳ・３割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

生活援助サービス・小規模事業所加算・処遇改善Ⅳ・３割

生活援助サービス・同一２・処遇改善Ⅳ・３割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・処遇改善Ⅳ・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・処遇改善Ⅳ・３割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

生活援助サービス・同一２・処遇改善Ⅳ・１割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・処遇改善Ⅳ・１割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・処遇改善Ⅳ・１割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・処遇改善Ⅳ・１割

生活援助サービス・同一２・処遇改善Ⅳ・２割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・処遇改善Ⅳ・２割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・処遇改善Ⅳ・１割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・処遇改善Ⅳ・１割

生活援助サービス・処遇改善Ⅳ・２割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・処遇改善Ⅳ・３割

利用者３割負担
サービスコード

生活援助サービス・特別地域加算・処遇改善Ⅳ・３割

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・処遇改善Ⅳ・３割

5



【長崎市】生活援助サービス　サービスコード表（Ａ3）

[介護職員処遇改善加算（Ⅴ）の加算]

種類 項目

A3 1101 10

A3 1102 8

A３ 1320 8

A3 1103 2

A3 1104 2

A３ 1321 1

A3 1105 1

A3 1106 1

A３ 1322 1

A3 1107 1

A3 1108 1

A３ 1323 1

A3 1195 100 単位加算 5

A3 1109 200 単位加算 9

種類 項目

A3 1111 10

A3 1112 8

A３ 1324 8

A3 1113 2

A3 1114 2

A３ 1325 1

A3 1115 1

A3 1116 1

A３ 1326 1

A3 1117 1

A3 1118 1

A３ 1327 1

A3 1196 100 単位加算 5

A3 1119 200 単位加算 9

種類 項目

A3 1171 10

A3 1172 8

A３ 1328 8

A3 1173 2

A3 1174 2

A３ 1329 1

A3 1175 1

A3 1176 1

A３ 1330 1

A3 1177 1

A3 1178 1

A３ 1331 1

A3 1197 100 単位加算 5

A3 1179 200 単位加算 9

１月につき

合成
単位数

１月につき

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・処遇改善Ⅴ・１割

利用者２割負担

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・処遇改善Ⅴ・３割

1回につき

生活援助サービス・同一１・処遇改善Ⅴ・２割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

生活援助サービス・特別地域加算・処遇改善Ⅴ・１割

１月につき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・処遇改善Ⅴ・１割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

サービス内容略称

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・処遇改善Ⅴ・１割

算定
単位

算定
単位

1回につき

生活援助サービス・同一１・処遇改善Ⅴ・１割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・処遇改善Ⅴ・１割

合成
単位数

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

介護職員処
遇改善加算

（Ⅴ）

サービス内容略称

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・処遇改善Ⅴ・１割

生活援助サービス・処遇改善Ⅴ・１割

生活機能向
上連携加算

生活援助サービス・同一２・処遇改善Ⅳ・１割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

合成
単位数

算定
単位

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・処遇改善Ⅴ・２割

介護職員処
遇改善加算

（Ⅴ）生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・処遇改善Ⅴ・２割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・処遇改善Ⅴ・２割

生活援助サービス・小規模事業所加算・処遇改善Ⅴ・２割

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・処遇改善Ⅴ・３割

生活援助サービス・小規模事業所加算・処遇改善Ⅴ・３割

1回につき

生活援助サービス・同一１・処遇改善Ⅴ・３割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

生活援助サービス・特別地域加算・処遇改善Ⅴ・３割

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・処遇改善Ⅴ・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・処遇改善Ⅴ・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・処遇改善Ⅴ・３割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・処遇改善Ⅴ・３割

サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

介護職員処
遇改善加算

（Ⅴ）

生活援助サービス・処遇改善Ⅴ・３割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活機能向
上連携加算

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

事業対象者・
要支援１・２
（1回当たり）
211単位

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場
合　×85%

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85%

生活機能向
上連携加算

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・処遇改善Ⅳ・１割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・処遇改善Ⅳ・１割

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・処遇改善Ⅴ・１割

サービスコード

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・処遇改善Ⅴ・３割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・処遇改善Ⅴ・２割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・処遇改善Ⅴ・２割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・処遇改善Ⅴ・２割

生活援助サービス・同一２・処遇改善Ⅴ・３割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・処遇改善Ⅴ・３割

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・処遇改善Ⅴ・２割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・処遇改善Ⅴ・３割

利用者３割負担

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・処遇改善Ⅴ・２割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・処遇改善Ⅳ・１割

利用者１割負担

生活援助サービス・同一２・処遇改善Ⅴ・２割

サービスコード

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・処遇改善Ⅴ・２割

サービスコード

生活援助サービス・処遇改善Ⅴ・２割

生活援助サービス・特別地域加算・処遇改善Ⅴ・２割

生活援助サービス・小規模事業所加算・処遇改善Ⅴ・１割
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【長崎市】生活援助サービス　サービスコード表（Ａ3）

[介護職員等特定処遇改善（Ⅱ）の加算]

種類 項目

A3 1201 9

A3 1202 8

A3 1203 8

A3 1204 1

A3 1205 1

A3 1206 1

A3 1207 1

A3 1208 1

A3 1209 1

A3 1210 1

A3 1211 1

A3 1212 1

A3 1213 100 単位加算 4

A3 1214 200 単位加算 8

種類 項目

A3 1221 9

A3 1222 8

A3 1223 8

A3 1224 1

A3 1225 1

A3 1226 1

A3 1227 1

A3 1228 1

A3 1229 1

A4 1230 1

A5 1231 1

A6 1232 1

A7 1233 100 単位加算 4

A8 1234 200 単位加算 8

種類 項目

A3 1241 9

A3 1242 8

A3 1243 8

A3 1244 1

A3 1245 1

A3 1246 1

A3 1247 1

A3 1248 1

A3 1249 1

A4 1250 1

A5 1251 1

A6 1252 1

A7 1253 100 単位加算 4

A8 1254 200 単位加算 8

利用者１割負担
サービスコード

サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目
合成
単位数

算定
単位

生活援助サービス・特定加算Ⅱ・１割

介護職員等
特定処遇改
善（Ⅱ）

生活援助サービス・同一１・特定加算Ⅱ・１割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

生活援助サービス・特別地域加算・特定加算Ⅱ・１割

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・特定加算Ⅱ・１割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・小規模事業所加算・特定加算Ⅱ・１割

算定
単位

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・特定加算Ⅱ・１割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・特定加算Ⅱ・１割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・特定加算Ⅱ・１割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・特定加算Ⅱ・１割

生活機能向
上連携加算

1回につき

生活援助サービス・特別地域加算・特定加算Ⅱ・２割

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・特定加算Ⅱ・２割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・小規模事業所加算・特定加算Ⅱ・２割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・特定加算Ⅱ・２割

１月につき
生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・特定加算Ⅱ・１割

利用者２割負担
サービスコード

サービス内容略称

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・特定加算Ⅱ・２割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・特定加算Ⅱ・２割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・特定加算Ⅱ・２割

生活機能向
上連携加算

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算

介護職員等
特定処遇改
善（Ⅱ）

生活援助サービス・同一１・特定加算Ⅱ・２割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

１月につき
生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・特定加算Ⅱ・２割

利用者３割負担
サービスコード

サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目
合成
単位数

算定
単位

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・特定加算Ⅱ・３割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

事業対象
者・要支援
１・２（1回当
たり）
211単位

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・特定加算Ⅱ・３割

１月につき
生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・特定加算Ⅱ・３割

生活援助サービス・小規模事業所加算・特定加算Ⅱ・３割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・特定加算Ⅱ・３割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・特定加算Ⅱ・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・特定加算Ⅱ・３割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

介護職員等
特定処遇改
善（Ⅱ）

生活援助サービス・同一１・特定加算Ⅱ・３割

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・特定加算Ⅱ・３割

生活機能向
上連携加算

生活援助サービス・特定加算Ⅱ・３割

事業対象
者・要支援
１・２（1回当
たり）
211単位

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

事業対象
者・要支援
１・２（1回当
たり）
211単位

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算

生活援助サービス・同一２・特定加算Ⅱ・１割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・特定加算Ⅱ・１割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・特定加算Ⅱ・１割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・特定加算Ⅱ・１割

生活援助サービス・同一２・特定加算Ⅱ・２割

生活援助サービス・特定加算Ⅱ・２割

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目
合成
単位数

1回につき

1回につき

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・特定加算Ⅱ・２割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・特定加算Ⅱ・２割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一２・特定加算Ⅱ・２割

生活援助サービス・同一２・特定加算Ⅱ・３割

生活援助サービス・特別地域加算・同一２・特定加算Ⅱ・３割

生活援助サービス・小規模事業所加算・同一２・特定加算Ⅱ・３割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

生活援助サービス・特別地域加算・特定加算Ⅱ・３割
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【長崎市】生活援助サービス　サービスコード表（Ａ3）

[介護職員等ベースアップ等支援加算]

種類 項目

A3 1260 5

A3 1261 5

A3 1262 1

A3 1263 1

A3 1264 1

A3 1265 1

A3 1266 1

A3 1267 1

A3 1268 100 単位加算 2

A3 1269 200 単位加算 5

種類 項目

A3 1270 5

A3 1271 5

A3 1272 1

A3 1273 1

A3 1274 1

A3 1275 1

A4 1276 1

A5 1277 1

A7 1278 100 単位加算 2

A8 1279 200 単位加算 5

種類 項目

A3 1280 5

A3 1281 5

A3 1282 1

A3 1283 1

A3 1284 1

A3 1285 1

A4 1286 1

A5 1287 1

A7 1288 100 単位加算 2

A8 1289 200 単位加算 5

１月につき
生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・ベースアップ等支援加算・３割

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・ベースアップ等支援加算・３割 中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・ベースアップ等支援加算・３割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・ベースアップ等支援加算・３割
生活機能向
上連携加算

1回につき

生活援助サービス・特別地域加算・ベースアップ等支援加算・３割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・小規模事業所加算・ベースアップ等支援加算・３割 中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・ベースアップ等支援加算・３割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・ベースアップ等支援加算・３割

介護職員等
ベースアッ
プ等支援加

算

事業対象
者・要支援
１・２（1回当
たり）
211単位

生活援助サービス・同一１・ベースアップ等支援加算・３割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・ベースアップ等支援加算・３割

１月につき
生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・ベースアップ等支援加算・２割

利用者３割負担
サービスコード

サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目
合成
単位数

算定
単位

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・ベースアップ等支援加算・２割 中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・ベースアップ等支援加算・２割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・ベースアップ等支援加算・２割
生活機能向
上連携加算

1回につき

生活援助サービス・特別地域加算・ベースアップ等支援加算・２割
特別地域加算　所定単位数の
15%　加算 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物

の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・小規模事業所加算・ベースアップ等支援加算・２割 中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・ベースアップ等支援加算・２割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・ベースアップ等支援加算・２割

介護職員等
ベースアッ
プ等支援加

算

事業対象
者・要支援
１・２（1回当
たり）
211単位

生活援助サービス・同一１・ベースアップ等支援加算・２割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・ベースアップ等支援加算・２割

１月につき
生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅱ・ベースアップ等支援加算・１割

利用者２割負担
サービスコード

サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目
合成
単位数

算定
単位

生活援助サービス・中山間地域等提供加算・ベースアップ等支援加算・１割 中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算　所定単
位数の　5%　加算生活援助サービス・中山間地域等提供加算・同一１・ベースアップ等支援加算・１割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・生活機能向上連携加算Ⅰ・ベースアップ等支援加算・１割
生活機能向
上連携加算

生活援助サービス・特別地域加算・同一１・ベースアップ等支援加算・１割
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

生活援助サービス・小規模事業所加算・ベースアップ等支援加算・１割 中山間地域等における小規模
事業所加算　所定単位数の
10%　加算生活援助サービス・小規模事業所加算・同一１・ベースアップ等支援加算・１割

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物
の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90%

算定
単位

生活援助サービス・ベースアップ等支援加算・１割

介護職員等
ベースアッ
プ等支援加

算

事業対象
者・要支援
１・２（1回当
たり）
211単位

1回につき

生活援助サービス・同一１・ベースアップ等支援加算・１割 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場
合　×90%

生活援助サービス・特別地域加算・ベースアップ等支援加算・１割
特別地域加算　所定単位数の
15%　加算

利用者１割負担
サービスコード

サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目
合成
単位数

8


